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 Ⅰ はじめに 

 

当館では平素より，当地在留邦人の方や邦人旅行者の皆様が安全で快適に滞在されるよう

「安全の手引き」を作成し，広く安全対策を呼びかけておりますが，この度同手引きを改訂いたしま

した。 

 

 この手引きは，「防犯の手引き」と「在留邦人用緊急事態対処マニュアル」の２つで構成されてお

り，最近の治安情勢等を紹介するとともに，日頃の防犯対策や事故防止に関する注意事項，さら

には緊急事態等が発生した場合に備えた事前の心構えや緊急時の行動要領等についてとりまと

めたものです。 

 

 邦人の皆様におかれましては，この手引きをご一読頂き，万一に備えていただければ幸いです。 

 

２０１７年２月 

在済州日本国総領事館 
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 Ⅱ 防犯の手引き  

 

１ 防犯の基本的な心構え  

 

（１）「自分の安全は自分で守る」 

海外では，常日頃から自分と家族の安全は自分たちで守るという心構えが特に大切です。 

安全に関する情報を積極的に収集し，安全対策に万全を期しましょう。 

（２）「備えあれば憂いなし」 

海外では最悪の事態を想定し，万全の対策を講じた上で，日々の生活を送ることが重要です。 

旅行等の際には，万一に備えて，できるだけ補償範囲の広い保険に加入しましょう。 

（３）安全のための三原則 

海外で安全に暮らすためには「目立たない」，「行動を予知されない」，「用心を怠らない」の三

原則が重要です。外国人は現地社会で常に注目されています。必要以上に華美な服装等は

控え，公共場所での言動にも注意しましょう。 

 

２ 最近の犯罪発生状況  

 

２０１５年中 凶悪犯罪等の発生状況 

   発生件数               １２，６３３件 

   凶悪犯罪（殺人，強盗，強姦等）     ３８２件 

暴   力（暴行，傷害等）      ６，７６６件 

窃   盗                ５，４８５件 

※ 済州道の犯罪件数は，４年間で４０％増加するなど，近年増加傾向にあります。 

 

３ 防犯のための具体的注意  

 

（１）住居対策 

ア 空き巣等を防止するため，警備員が常駐するアパート等に入居することをお薦めします。 

イ 外部から侵入しやすいアパートの１・２階や屋上に近い階は極力避けましょう。 

ウ 入居時には，鍵の取り替え，二重ロック，防犯カメラ等，セキュリティー面もチェックしましょう。 

エ 警備会社による防犯システムや警報システムの設置を検討しましょう。 

オ 外出時には施錠を励行しましょう。 

（２）生活上の防犯対策 

ア 日頃から安全関連情報の収集に努めましょう。 

イ 長期不在時，隣近所や警備室へ一声掛けましょう。また，新聞や郵便物を差し止めたり，管

理人等に処理を依頼しましょう。 

ウ 訪問者があった際，モニター等で必ず確認しましょう。 
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エ 必要以上に華美な服装，装飾品を身につけることは避けましょう。 

オ 公共の場所等での言動には注意しましょう。 

（３）ホテル等における防犯対策 

ア 施錠設備等を確認し，不備があれば部屋の交換を申し出ましょう。 

イ 在室中は，オートロックであっても内鍵やドアチェーンを掛けましょう。 

ウ 多額の現金や貴重品は持ち歩かず，やむを得ない場合はホテルのセーフティボックスに預けま

しょう。 

（４）観光地・空港，バスターミナル等における防犯対策 

ア 多額の現金や高価な貴重品は持ち歩かないようにしましょう。 

イ 深夜の一人歩き等は極力避けましょう。 

ウ 手荷物からは目を離なさないようにしましょう。また，定期的に荷物の所在を確認しましょう。 

 

４ 交通事情と事故対策  

 

（１）２０１５年中の当地における交通事故発生状況（警察庁資料） 

交通事故発生件数 ４，６４５件 （前年比１６１件増加） 

死 亡 者 ９３人 （前年比  １人増加） 

負 傷 者 ７，１４２人 （前年比４８６人増加） 

※ 近年，済州道内の車両台数が急増しており，交通事故が多発しています。 

※ 済州道の人口対比交通事故件数・人身事故件数は，ともに韓国内で最も高い水準となっ

ています。 

（２）歩行時の注意事項 

車両の信号無視や見切り発進，オートバイの歩道走行等も多く見受けられますので，歩行時

には，注意が必要です。韓国では多くの交差点で，赤信号であっても車両が右折することがある

ため，歩行時には信号が青であっても左右を確認してから横断してください。また，路上駐車が

多く，道幅が狭くなっているため，路地での歩行に注意してください。 

（３）運転上の注意事項 

乱暴な追越しや車線変更，方向指示器を出さずに右左折する車が多いため，運転の際には

車間距離を十分取るなど防衛運転を心がけてください。また，路地は路上駐車が多く急に飛び出

す歩行者等も多いので，注意が必要です。 

（４）交通事故対策 

車両の運転の際には，必ず自動車保険（出来るだけ補償範囲の広い任意保険）に加入しま

しょう。また， 万一交通事故が発生した際は，速やかに警察（１１２番）に通報してください。 

 

５ その他の安全対策  

 

（１）保険への加入 

旅行中の不慮の事故や急病に備えて，必ず保険に加入しましょう。保険は，物的損害を補

償するだけでなく，治療費や緊急移送費等，できるだけ幅広く補償されるものに加入しましょう。 

（２）感染症対策 
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当地でも感染症が流行する可能性もあるため，平素から医療機関やメディア等からの情報に

関心を払うとともに，手洗いやうがい，マスクの着用等の衛生管理を習慣づけましょう。 

（３）デモ行為等に対する防犯対策 

当地では，慰安婦問題や領土問題，国内の政権批判等に基づくデモや行進が行われる可

能性があります。遭遇しても現場に近づいたり，不用意な言動は避けるよう注意しましょう。 

（４）朝鮮半島情勢 

近年も北朝鮮は核実験やミサイル発射実験を繰り返しており，朝鮮半島情勢は依然として

予断を許さない状況です。緊急時には当館からも情報提供いたしますが，平素から情報収集に

努め，安全確保に十分注意を払ってください。 

 

６ テロ対策  

 

（１） 情勢 

当地では現在までテロの発生情報はありませんが，近年，国際テロ組織が活発に活動する

中，韓国の米軍施設等も標的とする旨を公表しており，さらには，依然として北朝鮮との緊張状

態が継続している朝鮮半島情勢などを勘案すると，未だ余談を許さない状況です。 

（２） 対策 

ア 平素から外務省が発信する海外安全情報や報道等により，最新の関連情報の収集に努

めましょう。 

イ テロの標的となる可能性がある施設（デパートや市場等不特定多数が集まる場所，政府・

軍関係施設，欧米関連施設，公共交通機関，観光施設等）や人が大勢集まる場所では

周囲に注意を払いましょう。 

ウ 不審な状況を察知したら速やかにその場を離れましょう。 

エ テロと疑わしい情報があれば警察等に連絡しましょう。 
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７ 緊急連絡先  

 

２０１７年２月現在 

機関 名 称 担 当 電話番号等 備 考 

警察 

犯罪通報 (全国共通) 局番なし112  

済州地方警察庁 

済州東部警察署 

済州西部警察署 

西帰浦警察署 

済州空港警察隊 

民 願 室 

民 願 室 

民 願 室 

民 願 室 

国 際 係 

局番なし182 

同上 

同上 

同上 

742-9999 

 

遺失物 

相談 

警察庁遺失物総合案内 (全国共通)  www.lost112.go.kr/ 

済州地方警察庁 

済州東部警察署 

済州西部警察署 

西帰浦警察署 

生活秩序係 

生活秩序係 

生活秩序係 

生活秩序係 

798-3147 

750-1319 

760-1319 

760-5319 

 

消防 火災・救急車 (全国共通) 局番なし119  

入管 済州出入国管理事務所 
民    願 

空港分室 

723-3494 

743-3494 
797-2151～4 

税関 済州税関 総合民願室 797-8853  

病院 

済州大学校病院 
代  表 

応急医療センタ－ 
717-1114 

717-1900～4 

 

 

漢拏病院 
代  表 

応急医療センタ－ 

740-5000 

740-5158～9 
日本語HP有り 

韓国病院 
代    表 

応急医療センタ－ 

750-0000 

750-0119 

 

 

Ｓ-中央病院 
代  表 

応急医療センタ－ 

786-7000 

786-7777 

 

 

ハンマウム病院 
代  表 

応急医療センタ－ 

750-9000 

750-9119 

 

 

西帰浦医療院 
代  表 

応急医療センタ－ 

730-3000 

730-3001～3 

 

 

航空 

会社 

大韓航空 

コールセンター 1588-2001（全国共通） 

済州空港(国際線) 

済州空港(国内線) 

713-9103 

713-9104 

アシアナ航空 
コールセンター 1588-8000（全国共通） 

済州空港代表 743-2626，743-6402 

観光 
済州観光協会 

代  表 

（済州空港） 

（済州港） 

742-8861 

742-8866 

752-7182 

 

済州観光公社 ウェルカムセンター 740-6000  
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港湾 
済州港旅客船ターミナル ｺｰﾙセンター 

1666-0930 
(09:00～18:00) 

1544-1114 
（全国沿岸旅客船運航案内） 

済州海洋水産管理団 代  表 720-2610  

船舶 

(済州港) 

済州→莞島 
韓一カーフェリー１号 

751-5050 
（株）韓一高速 

http://www.hanilexpress.co.kr 

韓一ブルーナレ号 

済州→楸子→莞島 韓一レッドパール号 

済州→麗水 韓一ゴールドステラ号 

済州→木浦 
サンタルチノ号 

シースタークルーズ号 758-4234 
シーワールド高速フェリー(株) 

http://www.seaferry.co.kr 
済州→楸子→右水営 クイーンスター号 

済州→釜山 
ブルースター号 
レッドスター号 

805-9117 

（株）トンブックア・カーフェリー 

http://www.enacarferry.haewoo

n.co.kr/ 

済州→高興(鹿洞) 南海高速ｶｰﾌｪﾘｰ７号 723-9700 
(株)南海高速 

http://www.namhaegosok.co.kr 

在外 

公館 

在済州日本国総領事館 

代表：０６４-７１０-９５００  

休日・夜間：電話代行サービス会社   

ＦＡＸ：０６４-７４３-５５４４ 

ホームページ：http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/ 

住所：済州特別自治道済州市1100路3351，8階 (老衡洞，世紀ビル) 

在大韓民国日本国大使館 

代表：０２-２１７０-５２００ 

領事部代表：０２-７３９-７４００ 

領事部ＦＡＸ：０２-７３９-７４１０ 

ホームページ：http://www.kr.emb-japan.go.jp/ 

住所(領事部)：ソウル特別市鍾路区栗谷路64ツインツリータワーA棟8階 

在釜山日本国総領事館 

代表：０５１-４６５-５１０１ 

ＦＡＸ：０５１-４６４-１６３０ 

ホームページ：http://www.busan.kr.emb-japan.jo.jp/ 

住所：釜山広域市東区古館路18 

 

 

８ 簡単な緊急時の表現  

 

（１）助けて～「サラム サルリョ」  

（２）火事だ～「プリヤ」       

（３）泥棒だ～「トドゥギヤ」     

（４）強盗だ～「カンドヤ」 

 

（９）私の荷物がなくなりました。 

（10）道に迷いました。  

（11）お財布をなくしました。   

（12）警察に連絡してください。 

（13）日本語を話せる人はいますか 

（５）警 察～「キョンチャル」 

（６）消 防～「ソバン」 

（７）救急車～「ｸｸﾞｯﾌﾟﾁｬ，ｴﾝﾌﾞﾗﾝｽ」 

（８）病 院～「ピョンウォン」 

 

チェ チミ オプソジョッソヨ 

キルル イロボリョッソヨ 

チガブル イロボリョッソヨ 

キョンチャレ ヨルラッケジュセヨ 

イルボノ ハル チュル アヌン サラミッソヨ 

http://www.hanilexpress.co.kr/
http://www.seaferry.co.kr/
http://www.enacarferry.haewoon.co.kr/
http://www.enacarferry.haewoon.co.kr/
http://www.namhaegosok.co.kr/
http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/
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 Ⅲ 在留邦人用緊急事態対処マニュアル  

 

 

１ 平素の準備と心構え  

（１） 心構え 

緊急事態はいつ発生するかわかりません。緊急事態に備え、携行品等の準備をしておくととも

に、家族や社内等で緊急時の連絡方法や対応要領等について予め話し合っておくことが重要で

す。 

特に、日頃より家族その他関係先に対して自分の所在地を連絡しておくよう心掛けることはも

とより、領事館に対する在留届の提出、住所・連絡先の変更又は帰国の届出の励行を心がけ

てください。緊急事態発生時の所在確認は、行方不明者の安否確認を行う上でも重要な作業

となりますので皆様の協力をよろしくお願いいたします。 

緊急事態発生の危険が高まった際には、早期に国外へ退避することが最良の安全対策で

す。このためにもパスポートの有効期限を確認しておくと共に、その所在を常に把握しておき、いざ

という時には直ちに持ち出せるようにしておいて下さい。 

緊急事態の発生又は発生するおそれがある場合、領事館は、邦人保護に全力を期すための

情報収集、情勢判断及び対策の策定を行い、領事館ＨＰに掲載するとともにＳＭＳ（携帯文字

メッセージ）等を通じ随時皆様に連絡します。 

その場合にあっても、平静を保ち、流言飛語に惑わされたり、群集心理に巻き込まれないよう

に心がけると共に、テレビ、ラジオ、インターネット等を通じ、情報収集に最大限努めて下さい。 

緊急事態発生に際しては、お互いに助け合って対処することが重要です。領事館から在留邦

人の皆様に対し、種々の協力をお願いすることもありますので宜しくお願いします。 

（２）連絡体制の整備 

  ア 在留届の提出(旅券法第１６条) 

当地に長期(３ヵ月以上)滞在される方は必ず手続きを行って下さい。 

在留届は，用紙を総領事館に直接お持ちいただくか，郵送，ＦＡＸ等で送付してください。 

また，外務省ＨＰ（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/）からの届け出も可能です。 

在留届に下記情報を登録していただきますと、緊急時に必要な情報提供を受けることが出

来ます。 

●「携帯電話番号」登録 ⇒ 「ＳＭＳ」にて安否確認及び緊急・安全情報の提供 

●「メールアドレス」登録 ⇒ 「領事メール(一般メール)」にて緊急・安全情報の提供 

イ 住所変更届と帰国届の提出 

  住所，電話番号等が変更になった場合や帰国される場合には，総領事館（代表電話：０６４-７１０

-９５００)に住所変更届又は帰国届を提出願います。 

  また，外務省ＨＰ（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/generalForward.do?forward=/change）

からも届け出が可能です。 

ウ たびレジの登録 

  旅行や出張の際にはたびレジに登録してください。たびレジは滞在先の安全情報のメールや

いざというときの緊急連絡が受け取れるシステムです。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/generalForward.do?forward=/change
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  登録は外務省ＨＰ（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）で行えます。 

 

（３）避難場所及び避難場所への経路等の確認 

緊急事態発生時には、状況に応じて、当館から緊急避難場所への集合を連絡することがあ

ります。安全が確保されているという前提の下、まず、ご自宅において情報収集に努めて下さい。 

なお、緊急事態に巻き込まれそうになった場合の取りあえずの避難場所については、各自、各

家庭毎に常日頃から検討しておいて下さい。自分がどの場所（勤務先、通勤途上、自宅等）

で、どのような事態に巻き込まれる可能性があるか、いくつかのケースを想定してそれぞれのケース

での避難場所等を、予め検討しておいて下さい 。韓国国民災難安全ポータルＨＰ

（www.safekorea.go.kr）には韓国政府の指定する退避所が案内されているので検討の際の参

考にして下さい。 

（別添４： 主要退避施設） 

（注）韓国指定の待避所には次の標示があります。 

 

 

 

 

 

（４）携行品及び非常用物資の準備(別添２：チェックリスト) 

ア 旅券・現金等 

（ア）旅券，外国人登録証，現金等の最低限必要なものは平素から持ち出し可能な状態に

しておきましょう (旅券，外国人登録証は，出国等のため不可欠) 。 

（イ）現金は，航空運賃相当額，当面生活できる程度のウォン貨の他，ある程度の円,ドルを準

備しましょう。 

（ウ）航空券は，オープンチケット(紛失の恐れのないＥチケット)を購入しておくことをお薦めします。 

イ 避難・退避用携行品 

（ア）最低３日分程度の避難・退避用携行品の準備が必要です。 

（イ）携行品は，直ちに持ち出せるよう予めまとめて保管しておいて下さい（平素よりリュックサック

等に入れておく）。 

ウ 自宅待機用備蓄物品 

備蓄品として非常用食料，飲料水，医薬品，燃料等を最低１０日分程度備蓄しておくこと

をお薦めします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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２ 緊急時の行動  

 

（１）基本的心構え 

ア 各種メディア等を通じ，正確な情報を入手した上で行動することが大切です。 

イ お互いに助け合って行動しましょう。 

 

（２）情報の把握・総領事館からの緊急連絡 

ア 緊急事態発生時には国内及び海外のテレビ・ラジオ等から最新情報の入手に努め，危険な

場所には近づかないようにしましょう。 

イ 当館等からは，治安情勢に応じて４段階の「海外安全情報(危険情報)」が発出されます。 

 危険情報における 4 つの目安（カテゴリー） 

 

レベル１： 

「十分注意してください。」 

その国・地域への渡航，滞在に当たって危険を避けて

いただくため特別な注意が必要です。 

レベル２： 

「不要不急の渡航は止めてください。」 

その国・地域への不要不急の渡航は止めてください。

渡航する場合には特別な注意を払うとともに，十分な

安全対策をとってください。 

レベル３： 

「渡航は止めてください。 

（渡航中止勧告）」 

その国・地域への渡航は，どのような目的であれ止め

てください。（場合によっては，現地に滞在している日

本人の方々に対して退避の可能性や準備を促すメッ

セージを含むことがあります。） 

レベル４： 

「退避してください。 

渡航は止めてください。 

（退避勧告）」 

その国・地域に滞在している方は滞在地から，安全な

国・地域へ退避してください。この状況では，当然のこ

とながら，どのような目的であれ新たな渡航は止めてく

ださい。 

 

ウ 状況に応じ，「自宅待機」「退避のための集合場所・時間」等の情報も発出される場合があります。 

エ 当館から邦人の皆様への情報伝達手段，或いは邦人の皆様にとっての各種情報の入手手

段は，次のとおりです。 

○外務省海外安全ＨＰ、領事館ＨＰ ○領事メール(一般メール)○ＳＭＳ(携帯文字メッセージ) 

○ＮＨＫ衛星放送及びラジオ○その他：韓国の放送、米軍放送、インターネット等 
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特に、緊急事態時には、安否確認に有効な情報伝達手段として「ＳＭＳ(携帯文字メッセ

ージ)」による情報伝達を重要視しています。このシステムで「在留届」及び「たびレジ」にご登録

いただいた「携帯電話番号」に下記のようなメッセージで連絡することを想定しています。 

 

ＳＭＳ(携帯文字メッセージ)による安否確認について 

 

緊急事態が発生した際に、邦人のみなさまの安否を確認することは最も重要です。 

韓国に在留する邦人の安否確認は、在留届に登録された連絡先（電話・FAX・携帯電話・メールアド

レス）に対して行われます。携帯電話を登録頂いた方については、以下の SMS(携帯文字メッセージ)による

メッセージが送信されます（送付元 006-852-9665-7304）。 

 

URGENT!! Ampi Kakunin/ Ｘ matawa Ｙwo henshin shite kudasai(JAPAN EMBASSY) 

X HELP! 

Y BUJI 

 

但し、上記の X 及び Y に該当する英文字は、ランダムに変更されます。 

上記メッセージを受信した際に 

救援・援護が必要であれば、X を返信して下さい（X に該当する英文字のみ返信）。 

救援・援護がとりあえず必要でない場合には、Y を返信して下さい(Y に該当する英文字のみ返信)。 

領事館では、Y を受信することにより、みなさまの安全を確認できます。 

X を返信された方に対しては、領事館より、救援・援護のための電話連絡が順次行われますので、携帯

電話を通話が可能な状況にしておいて下さい。 

なお、在留届を提出した際に登録した携帯電話番号等がその後変更になった場合には、速やかに「帰

国届・住所等変更届」を大使館までご提出願います。 

 

（３）公館への通報等 

緊急時，総領事館には各種問い合わせ等が殺到し，電話が殆どつながらない状況となること

が十分予想されます。よって，平素から周囲にお住まいの邦人の方との連絡を取り合い，緊急

時の情報交換に備えておくのも一つの方法です。 

ア 在済州日本国総領事館 

所 在 地 済州特別自治道済州市 1100 路 3351，8 階 (老衡洞，世紀ビル) 

開 館 時 間 平日(０９：１５～１７：４５) 

休 館 日 土，日曜日，祝日，年末年始 

電 話 平日の開館時間帯 ： ０６４-７１０-９５００（代表） 

 夜 間 及 び 休 館 日 ： 電話代行サービス会社  

Ｆ  Ａ  Ｘ ０６４-７４３-５５４４ 

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/ 

イ 外務省領事局海外邦人安全課 

外務省代表電話：＋８１－３－３５８０－３３１１ 
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（４）国外への退避 

ア レベル３：渡航は止めてください。（渡航中止勧告） 

   （ア）個人，派遣元等の独自の判断により日本への退避（帰国）。 

（イ）高齢者，婦女子，病弱者等は早めに退避（帰国）することが望ましい。 

（ウ）利用する輸送手段は，主として民間定期航空便(座席の状況如何では，海路(当地から

は釜山の他，木浦，莞島等への民間定期航路がある))により第三地を経由して日本へ退

避(帰国)等する必要が生じ得ます。 

（エ）退避(帰国)する際は，その旨当館へ連絡願います。 

イ レベル４：退避してください。渡航は止めてください。（退避勧告） 

（ア）当館は，邦人の皆様の退避のために，必要に応じて各種の輸送手段を確保すべく努力

します(これらの利用にあっては，通常，片道エコノミー正規料金の支払いが必要になる）。 

（イ）空港等に可能な限り当館職員を派遣し，邦人の皆様の円滑な搭乗等に対する支援を

行います。 

（ウ）済州国際空港が閉鎖される前に，できる限り多数の邦人の皆様が退避されることが重要です。 

ウ 空港閉鎖後の場合 

緊急事態が発生又は目前に迫り、空港が閉鎖され、航空機による退避が不可能な状態に

なった場合には、次のいずれかの対応になるものと想定されます。 

（ａ）自宅又は待避所での待機 

次のような場合に自宅又は待避所に待機することとなります。特に、戒厳令（外出禁止）が

敷かれた場合は、自宅待機して状況の推移を見守ります。 

また、韓国国民災難安全ポータルＨＰには韓国政府の指定する退避所が案内されています

ので参考にして下さい。 

・外出（集合場所への移動等を含む）が危険と判断される期間 

・後方の安全地域（通常は南方）への移動方法等が確定するまでの期間 

（ｂ）後方の安全地域への避難 

後方の安全地域へ避難する方法については、安全性、輸送容量を総合的に判断し確定す

ることになります。確定された時点で集合場所、時間、注意事項等を領事館ＨＰに掲載すると

ともに、携帯電話、領事メール(一般メール)、ＳＭＳ(携帯文字メッセージ)等を使用して連絡し

ますので、常に上記通信手段を確保しておいてください。 

（ｃ）留意事項 

・集合場所までは自力で集合していただく必要があるものと見込まれます。なお、退避方法につ

いては、状況に応じその都度、お知らせします。 

・パスポート、外国人登録証及び退避用携行品は必ず携行して下さい。 

・集合場所へは可能な限り領事館員を派遣するようにしますので、現地ではその指示、誘導に

従って下さい。 

     

（５）退避後の家族等への連絡 

   日本へ退避された場合には，できるだけ速やかに家族・親族等に安否を連絡されるとともに，外

務省領事局海外邦人安全課(外務省代表電話：０３－３５８０－３３１１)にも連絡して下さい。 
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３ 各種情報入手手段  

 

（１） 外務省，総領事館ホームページ 

外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html） 

済州総領事館ホームページ（http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/japanese/） 

（２）ＮＨＫワールドテレビ，衛星放送テレビ，ラジオ日本（アジア大陸向け） 

   ラジオ日本の周波数表は変更があるため，同ホームページを確認しておくことが必要です。 

    問い合わせ先：「NHK ワールドラジオ日本」 

電話：+８１-３-３４６５-１１１１（代表）平日：１０：００～１８：００（日本時間） 

ホームページ： http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/radio/ 

 

日本(韓国)時間 周 波 数 備 考 

０６：００ ～ ０９：００ １１９１０KHｚ  

１１：００ ～ １４：００ １５１９５KHｚ  

１６：００ ～ １７：００ １１７９０KHｚ （極東ロシア向け） 

１７：００ ～ ０２：００ ９７５０KHｚ  

 

（３） 韓国のテレビ・ラジオ放送等 

緊急事態の状況如何によっては，電話や電気が途絶える可能性があるため，乾電池式ラジ

オ，交換用電池等を準備することも考慮してください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/japanese/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/radio/
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 別添１ 

 

 

 

 

 

在済州日本国総領事館：道済州市 1100 路 3351，8 階(老衡洞，世紀ビル) 

 TEL 064-710-9500 

 FAX 064-743-5544 

 

翰京 

城山 

済州国際空港 済州港 

済 州 市 

 

 

西 帰 浦 市 

 

 

在済州日本国総領事館 

中文観光団地 

 

西帰浦港 

南元 

表善 

翰林 

安徳 

漢拏山 

旧左 

中文観光団地 

方面 

老衡住民自治センター 
ロッテマート 

E マート 

ハイマート 

ネイバーフッドホテル 

南寧高校 
梨湖海水浴場方面 

済州国際空港方面 

在済州日本国 

総領事館 

老衡タワー 

老衡小学校 

済州道立美術館方面 

老衡 

ロータリー 

メゾングラッドホテル方面 

涯月 

朝天 

大静

か 
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別添２ 

 

 

 
 

１ 貴重品等  

（１）旅券(絶対不可欠)，外国人登録証その他各種証明書 

   旅券の有効期限の確認，「所持人記載欄」・血液型の記入 

（２）現金(ウォン，円，ドル) 

（３）その他(預金通帳，写真(複数枚等)) 

 

２ 退避用携行品  

（１）食料(軽量，高カロリー，調理不要のもの)：１０日分程度 

（２）飲料水(水筒又は携帯濾過器) 

（３）Emergency Blanket 又は毛布(寝袋)，リュックサック類，雨具 

（４）着替え用衣類(全天候用の防寒着，吸湿性に富んだもの)，靴，帽子等 

（５）トイレットペーパー，石鹸，ティッシュ，タオル，洗面具等 

（６）服用中の薬(処方箋含む)，応急用医薬品：１０日分程度 

（７）乳幼児用食料・おむつ等：３日分程度 

（８）電池で使用できるラジオ(短波・FM 放送受信できるもの)，懐中電灯，時計，ライター， 

手袋，マスク・ホッカイロ等の暖房具，予備電池  

 

３ 自宅待機用備蓄等  

（１）非常用の食料，飲料水，医薬品，燃料等 

（２）現金 

 

４ 自動車  

  自動車をお持ちの方は常時整備(可能であれば，ガソリンは予備を備蓄)し，車内には地図，

懐中電灯等を備える。 

  ただし，状況により自動車による避難が禁止されたり，又は不可能となる場合がある。 

  

緊急事態に備えての物品チェックリスト 
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別紙３  

 

 

 

１. お問合せは，年中無休で 24 時間，受付けております。 

２. ご連絡方法は，ご滞在国・地域の国際電話のオペレータに接続した後，「コレクトコール」にて下記のカ

ード会社にご連絡ください。なお，一部「コレクトコール」をご利用いただけない国・地域もございます。 

 

カード名 窓口名称 韓国からの連絡先 

アプラスカード 東京緊急エマージェンシーライン +81-3-3865-4751（有料、コレクトコール可） 

アメリカンエキス 

プレスカード 

メンバーシップサービスセンター 00798-651-7032（無料） 

イオンカード クレジットカード紛失受付係 00798-81-1-0687（無料） 

オリコカード  +81-11-700-2952（有料） 

ジャックスカード ジャックスカードセキュリティセンター +81-3-6758-0707（有料、コレクトコール可） 

セゾンカード セゾンカード紛失受付係 00798-81-1-6467（無料） 

+81-3-5992-8300（有料、コレクトコール可） 

ダイナースカード ダイナーズクラブコールセンター +81-45-523-1196（有料、コレクトコール可） 

セディナカード・ 

ＯＭＣカード 

紛失・盗難ダイヤル 00798-81-1-0620（無料） 

+81-3-5638-3511（有料、コレクトコール可） 

三井住友ＶＩＳＡカード カード紛失・盗難受付デスク 001-800-12121212（無料） 

+81-3-6627-4067（有料、コレクトコール可） 

ライフカード エマージェンシーライン +81-3-3431-1037（有料） 

楽天カード 紛失・盗難専用ダイヤル +81-92-474-9256（有料、コレクトコール可） 

ＭＵＦＧカード 

（ＵＦＪカード含む）） 

海外盗難・紛失専用 

オートコレクトコール 

001-800-02491468（無料） 

+81-52-249-1468（有料、コレクトコール可） 

ＤＣカード ＤＣホットライン２４ 001-800-37701818（無料） 

+81-3-3770-1818（有料、コレクトコール可） 

ＮＩＣＯＳカード ＮＩＣＯＳ盗難紛失受付センター 001-800-860860-99（無料） 

+81-3-3514-4091（有料、コレクトコール可） 

ＪＣＢカード 紛失盗難受付デスク 001-800-00090009（無料） 

002-800-00090009（無料） 

+81-422-40-8122（有料、コレクトコール可） 

ＵＣカード ＵＣ海外なくしてもホットライン 001-800-80058005（無料） 

+81-3-5996-9130（有料、コレクトコール可） 

 

※ 一部の国では携帯電話や公衆電話からは有料またはご利用いただけない場合がございます。  

※ ホテルの客室から国際電話をかける場合は手数料などがかかる場合があります。  

※ 電話番号，受付時間は変更される場合がありますので予めご了承ください。 

最新情報は各社のホームページでご確認ください。 

  

主要クレジットカード紛失・盗難時の緊急連絡先一覧 



  安全の手引き   

 

  １６   

 

 



  安全の手引き   

 

  １７   

 

 



  安全の手引き   

 

  １８   

 

 



  安全の手引き   

 

  １９   

 

 
  



  安全の手引き   

 

  ２０   

 

 



  安全の手引き   

 

  ２１   

 

 



  安全の手引き   

 

  ２２   

 

 



  安全の手引き   

 

  ２３   

 

 



  安全の手引き   

 

  ２４   

 

 
  



  安全の手引き   

 

  ２５   

 

 


